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【 投薬 】 

 

３８５ 潰瘍を伴わない慢性動脈閉塞症等に対するベラプロストナトリウム

錠の算定について 

 

《令和６年１１月２９日》 

 

○ 取扱い 

 

潰瘍を伴わない慢性動脈閉塞症（閉塞性血栓血管炎（バージャー病）又は閉

塞性動脈硬化症）に対するベラプロストナトリウム錠(ドルナー錠等)の算定

は、原則として認められる。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

ベラプロストナトリウム錠(ドルナー錠等)の添付文書の効能・効果は「慢性

動脈閉塞症に伴う潰瘍、疼痛及び冷感の改善」及び「原発性肺高血圧症」であ

り、抗血小板作用や血管拡張・血流増加作用等を有する。 

慢性動脈閉塞症（閉塞性血栓血管炎（バージャー病）又は閉塞性動脈硬化症）

の症状として、冷感・しびれ感、間歇性跛行、安静時疼痛、潰瘍・壊死があげ

られるが、上記作用から、潰瘍を伴わない慢性動脈閉塞症（閉塞性血栓血管炎

（バージャー病）又は閉塞性動脈硬化症）に対しても有用と考えられる。 

以上のことから、潰瘍を伴わない慢性動脈閉塞症（閉塞性血栓血管炎（バー

ジャー病）又は閉塞性動脈硬化症）に対する当該医薬品の算定は、原則として

認められると判断した。 
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